
春日部市情報公開条例の一部を改正する条例 

 春日部市情報公開条例（平成１７年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（非公開情報） （非公開情報） 

第６条  第６条 

(２)   (２)  

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和

22年法律第120号）第２条第１項に規定する

国家公務員（独立行政法人通則法（平成11

年法律第103号）第２条第４項に規定する行

政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立

行政法人等（独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律（平成13年法律第140号）

第２条第１項に規定する独立行政法人等を

いう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規

定する地方公務員並びに地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成15年法律第118

号）第２条第１項に規定する地方独立行政法

人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をい

う。）である場合において、当該情報がその

職務の遂行に係る情報であるときは、当該情

報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職

務遂行の内容に係る部分 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和

22年法律第120号）第２条第１項に規定する

国家公務員（独立行政法人通則法（平成11

年法律第103号）第２条第２項に規定する特

定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、

独立行政法人等（独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律（平成13年法律第

140号）第２条第１項に規定する独立行政法

人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２

条に規定する地方公務員並びに地方独立行

政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律

第118号）第２条第１項に規定する地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職

員をいう。）である場合において、当該情報

がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び

当該職務遂行の内容に係る部分 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


